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１ 計画推進の考え方 

＜喫緊の重要課題への対応と北海道の強みを活かした政策の推進＞ 

 本道は、全国を上回るスピードで急速に人口が減少しており、自然減・社会減

の両面による人口減少の進行の緩和とともに、人口減少が地域に与える様々な課

題への対応も同時に進める必要があります。 

 また、大規模な地震・津波、火山噴火や豪雨・豪雪など様々な自然災害リスク

が存在する中、道民の生命・財産を守り、重要な社会経済機能を維持するといっ

た強靱な北海道づくりに加え、本道が持つポテンシャルを活かしたバックアップ

機能を強化し、国土全体の強靱化に向け、積極的に貢献していく必要があります。

加えて、新型コロナウイルス感染症が世界的に流行したことを踏まえ、感染症を

はじめとした様々な危機に対する脆弱性の克服も必要となっています。 

 さらに、Society5.0 の実現に向けたデジタル化の推進や、気候変動問題の解決

のための世界的な脱炭素化に向けた施策を推進するとともに、自然環境や歴史・

文化などかけがえのない恵みや豊かさ、広大で多様性に富む地域特性、高い食料

供給力、多様なエネルギー資源など、北海道ならではの多様な価値と様々な強み

を活かすほか、一層進むアジアの経済発展、北海道新幹線の札幌開業など、国内

外の情勢変化を的確にとらえ、これらを踏まえながら政策を推進していきます。 

 

＜多様な主体による協働の推進＞ 

 この計画の「めざす姿」を実現していくためには、行政のみならず道民一人ひと

りが多様な主体として、将来の北海道のめざす姿と進むべき道筋を共有し、それぞ

れの役割に応じながら、創意と工夫による産学官金等の連携・協働の取組などを進

めていきます。 

 また、地域住民が今後とも住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう行政

サービスを持続的に提供していくため、地域づくりの拠点である振興局の強化を図

りながら、道と市町村の適切な役割分担により、地域づくりを進めていきます。 
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＜限られた行財政資源の最大限の活用＞ 

  人口減少・高齢化の急速な進行といった喫緊の重要課題への対応や本道の強み

を活かした政策を推進し、計画の「めざす姿」を実現していくため、限られた行

財政資源の中で、ＩＣＴも活用した業務改革と働き方改革を一層推進し、職員が

持てる能力を最大限に発揮できる環境をつくり、道庁の組織活力を向上させ、道

民サービスや政策の質の向上に繋げていくとともに、施策・事務事業の精査・取

捨選択などによる不断の見直しを徹底するなど、中長期的な視点のもと、機動的

で持続可能な組織体制の構築や財政の健全化に向けた取組を着実に進めていき

ます。 

 

２ 計画の推進手法 

＜重点戦略計画、特定分野別計画、地域計画による推進＞ 

総合計画は、長期的な展望に立って、道の政策の基本的な方向を総合的に示す

ものであり、個別具体的な施策・事業については、総合計画とは別に策定する次

の計画に委ね、一体で推進することにより、実効性の確保に努めます。 

特に、人口減少問題や強靱な北海道づくりのほか、デジタル化や脱炭素化の推

進などの喫緊の課題に対応するため、北海道創生総合戦略や北海道強靱化計画、

北海道 Society5.0 推進計画、北海道地球温暖化対策推進計画を「重点戦略計画」

として位置付け、関連する施策を長期的な展望に立って重点的に推進します。 

●重点戦略計画 

   「北海道創生総合戦略」、「北海道強靱化計画」、「北海道 Society5.0 推進計

画」、「北海道地球温暖化対策推進計画」など喫緊の課題等を踏まえて重点的・

分野横断的に推進する計画。 

 

●特定分野別計画 

保健・医療・福祉、環境、経済・産業、エネルギー、教育など分野ごとの具

体的な政策を推進する計画。 

 

●地域計画 

本計画の「中期的な推進方向」、「政策展開の基本方向」や「地域づくりの基

本方向」に基づき、広域的な連携地域ごとに地域の特性を踏まえて重点的に取

り組む政策を推進する計画。 
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＜施策・事業の効果的、効率的な展開による推進＞ 

●ＰＤＣＡによる政策のマネジメントサイクルを確立 

総合計画を起点とした施策推進体系に沿って政策の目標や指標を設定（Ｐｌａｎ）

し、関連する施策・事業の実施（Ｄｏ）による目標の達成状況や施策の必要性・

有効性を毎年度の政策評価により客観的に把握・点検（Ｃｈｅｃｋ）するとともに、

予算編成や組織の見直し、重点政策の展開などに反映（Ａｃｔｉｏｎ）することによ

り、総合計画に沿った施策・事業の効果的、効率的な展開を図ります。 

●道の重点政策等の推進 

各年度の道の重点政策については、「政策展開の基本方向」に沿って展開する

とともに、この計画と知事公約との一体的な推進を図り、実効性の確保に努め

ます。 

 

３ 計画の推進管理 

 ＜点検・評価の実施＞ 

この計画の推進管理に当たっては、毎年度の政策評価を通じて、計画に掲げ

る指標の進ちょく状況はもとより、重点戦略計画や特定分野別計画などを含め

た推進状況の一体的な管理を行います。 

  また、計画の推進状況について、北海道総合開発委員会の意見を伺いながら

点検・評価を実施し、その結果を公表します。 

 

＜道民の生活満足度などの把握＞ 

  点検・評価に当たっては、道民の生活満足度や定住意識などを把握する道民意

向調査を行うとともに、必要に応じて経済社会情勢の変化を適切に把握するため

の調査・研究を実施し、点検・評価結果に反映させます。 

 

＜計画の見直し＞ 

  点検・評価の結果や経済社会情勢の変化、さらには国における制度改革や各種

計画の策定状況なども踏まえながら、必要に応じて計画の見直しを検討します。 

 

４ 計画の推進体制 

＜全庁横断的な実効性重視の推進体制の整備＞ 

計画の推進に当たっては、重点戦略計画や特定分野別計画など関連する計画と

の一体的な推進が図られるよう、振興局を含めた全庁横断的な推進体制として北

海道総合計画推進本部を設置したところであり、引き続き、実効性の確保に努め

ます。 

さらに、市町村や住民と一体となって地域の実情に応じた政策を効果的に推進

するためには、振興局が「地域づくりの拠点」としての役割を果たしていくこと

が重要となっており、総合出先機関としての主体性を確保する観点から、その体

制の整備や施策・予算の充実など、振興局の一層の機能強化を図ります。 
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一 体 的 な 推 進 ・ 管 理 

本道の「めざす姿」とその実現に向けた「政策展開の方向」 

長期的な展望に立って道の政策の基本的な方向を総合的に示す計画 

＜例＞ 
◇新・北海道保健 
医療福祉計画 

 
◇北海道環境基本 
計画 

 
◇北海道農業・農
村振興推進計画 

 
◇北海道森林づく
り基本計画 

 
◇北海道観光のく
にづくり行動計
画 

 
 
 

・重点政策（新規・拡充事業）の策定 

・事業の縮小、廃止 

・組織及び機構の整備 など 

政策評価（毎年） 

総合計画の効果的な推進 

重点戦略計画 特定分野別計画 地域計画 

長期的展望に立って関連する
施策・事業を重点的に推進。 

連携地域別 
政策展開方針 

 
(概ね 5 年ごと) 
 
○広域的な地 
域ごとに地 
域振興を効 
果的に推進 

総合計画が示す基本的な方
向に沿って策定し、具体的
な施策・事業を推進。 

総 合 計 画（H28～R7） 

北海道創生 
総合戦略 
（R2～R6） 

 
○地域社会の
創生に向け
た施策を総
合的・計画
的に推進 

北海道強靱化 
計画 

（R2～R6） 
 
○北海道にお 
ける国土強 
靱化施策を 
総合的・計 
画的に推進 

施策・事業等 計画の点検・評価 

ＰＤＣＡサイクル 

総合計画の点検・評価
を実施し、必要に応じ
て、計画の見直しを検
討。 

北海道
Society5.0
推進計画 
（R3～R7） 

 
○北海道
Society5.0
の実現に向け
た施策を総合
的・計画的に
推進 

北海道地球温
暖化対策推進

計画 
（R3～R12） 
 
○ゼロカーボ
ン北海道の
実現に向け
た施策を総
合的・計画
的に推進 


